
ひとり親家庭などに関する手当制度
申請・問い合わせ先／市役所こども課家庭係 ☎76-8149安全春

外出する機会が増える時期

申し込み・問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

9令和4年4月1日号

　該当する手当の申請が済んでいるか確認してください。前年の所得および課税状況などにより、新たに該当す
る場合がありますので、ご相談ください。また、該当しなくなった場合は速やかに届け出をお願いします。

※�令和3年全国消費者物価指数の平均（対前年比変動率△0.2％）により、児童扶養手当と特別児童扶養手当の
額が昨年度から0.2％引き下げとなりました。

区
分 対象者 支給制限 支給額など

児
童
扶
養
手
当

市内に住所があり、次のいずれかの
状態にある18歳以下（一定の障がい
がある場合は20歳未満）の児童を監
護・養育している父または母もしくは
養育者
①�父母が婚姻を解消した（事実上婚
姻関係である場合を除く）

②�父または母が死亡した
③�父または母が1年以上生死不明
④�父または母に1年以上遺棄されて
　いる
⑤�父または母が1年以上拘禁されて
　いる
⑥�父または母が裁判所からＤＶ保護
　命令を受けている
⑦�婚姻によらないで生まれた
⑧�父または母に重度の障がいがある

●�請求者と同居家族の前
年所得が所定の額以上
あるとき
●�児童が児童福祉施設な
どに入所、または里親に
委託されているとき

支給月額(児童1人)
●全額支給／43,070円
●一部支給／43,060～10,160円
児童2人目の加算月額
●全額支給／10,170円
●一部支給／10,160～5,090円
児童3人目以降の加算月額
●全額支給／6,100円
●一部支給／6,090～3,050円
支給月：奇数月
その他：�所得・扶養人数によって
　　　支給額は異なります

県
遺
児
手
当

●�請求者と同居家族の前
年所得が所定の額以上
あるとき
●�児童が児童福祉施設な
どに入所、または里親に
委託されているとき

●�請求者が公的年金を受
給できるとき

●�児童が父または母に支
給される公的年金の加
算対象となっているとき

支給期間：5年間
支給月額(児童1人)
●支給開始～3年目／4,350円
●4・5年目／2,175円
支給月：奇数月

遺
児
就
学
手
当

市内に1年以上住所があり、上記①
～⑦の状態にある義務教育就学中
の児童を養育しているかた（同居家
族の所得などの制限なし。請求者が
前年分所得税非課税であれば該当）

●�請求者に前年分所得税
が課税されているとき
●�市内に1年以上居住して
いないとき
●�児童が児童福祉施設な
どに入所、または里親に
委託されているとき

支給月額(児童1人)
●小学生／2,500円
●中学生／3,750円
支給月：7・11・3月

特
別
児
童
扶
養
手
当

次のいずれかの状態にある20歳未
満の児童を養育しているかた
●�知的発達または精神に障がいがあ
る（療育手帳所持の場合はＡまたは
Ｂ判定程度）
●�身体に障がいがある（身体障害者
手帳所持の場合は1～4級。ただ
し、4級は一部該当）

●�請求者と同居家族の前
年所得が所定の額以上
あるとき
●�児童が障がいを理由とす
る公的年金を受給できる
とき
●�児童が児童福祉施設な
どに入所したとき

支給月額(児童1人)
●1級該当児童／52,400円
●2級該当児童／34,900円
支給月：4・8・11月


